
■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

統計値等修正 － 軽微

変更前 変更理由等 道計画変更

  本市は，北海道の南西部，渡島半島の南東部に位置しており，総面積６
７７．８６㎢となっている。

　（略）

　また，亀田川，常盤川，松倉川，汐泊川，原木川，尻岸内川，矢尻川，
磯谷川などの２級河川がある。

  本市は，北海道の南西部，渡島半島の南東部に位置しており，総面積６
７８㎢となっている。

　（略）

　また，亀田川，常磐川，松倉川，汐泊川，原木川，尻岸内川，矢尻川，
磯谷川などの２級河川がある。

区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

1 4 1 6 １  地形１  地形

1 3 3 5 ３  公共機関（指定公共機関，指定地方公共機関）の業務の大綱３  公共機関（指定公共機関，指定地方公共機関）の業務の大綱 日本郵政公社の民営化および日本
銀行の活動内容に合わせた業務の
追加に伴う文言訂正

関係機関連絡先の新設などに伴う
文言訂正

H20.1 軽微

関係機関 業     務 
［各機関共通事項］ ○国民保護業務計画の作成・変更 

○組織の整備，訓練 

○被災情報の収集・報告 
○管理施設の応急復旧に関する措置の実施 

○武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

○国民保護措置に必要な物資・資材の備蓄 

放送事業者 
○警報・避難の指示（警報の解除・避難の指示の解除を含む）の内容，緊

急通報の内容の放送 

運送事業者 
○避難住民・緊急物資の運送 
○旅客・貨物の運送の確保 

電気通信事業者 
○避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

○通信の確保，国民保護措置の実施に必要な通信の優先的な取扱 

電気事業者 ○電気の安定的な供給 

ガス事業者 ○ガスの安定的な供給 

郵便事業を営む者 ○郵便の確保 

医療機関 ○医療の確保 

公共的施設の管理者 ○道路・管理施設の適切な管理 

日本赤十字社 
○救援への協力 

○外国人の安否情報の収集・整理・回答 

日本銀行 

○銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 
○資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

○金融機関の業務運営の確保に係る措置 

○金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 
○各種措置に関する広報 

※「２ 行政機関」，「３ 公共機関」の連絡先は資料編６参照。 

関係機関 業     務 
［各機関共通事項］ ○国民保護業務計画の作成・変更 

○組織の整備，訓練 

○被災情報の収集・報告 
○管理施設の応急復旧に関する措置の実施 

○武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

○国民保護措置に必要な物資・資材の備蓄 

放送事業者 
○警報・避難の指示（警報の解除・避難の指示の解除を含む）の内容，緊

急通報の内容の放送 

運送事業者 
○避難住民・緊急物資の運送 
○旅客・貨物の運送の確保 

電気通信事業者 
○避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

○通信の確保，国民保護措置の実施に必要な通信の優先的な取扱 

電気事業者 ○電気の安定的な供給 

ガス事業者 ○ガスの安定的な供給 

日本郵政公社 ○郵便の確保 

医療機関 ○医療の確保 

公共的施設の管理者 ○道路・管理施設の適切な管理 

日本赤十字社 
○救援への協力 

○外国人の安否情報の収集・整理・回答 

日本銀行 
○銀行券の発行，通貨・金融の調節 
○銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑な確保を通じた

信用秩序の維持 

※「２ 行政機関」，「３ 公共機関」の連絡先は別途整理する。 
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

1 4 2 7 ２  気候２  気候 統計値等修正 － 軽微

統計期間　函館市美原：1975年～2000年 統計期間　函館市美原：1971年～2000年

　　　　　川汲：　　　1979年～2000年 　　　　　川汲：　　　1979年～2000年

統計期間　函館市美原：1971年～2000年

　　　　　川汲：　　　1979年～2000年

※観測地点や観測項目により統計開始年および統計期間が異な
るため，平年値を比較する際は取り扱いに注意すること
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統計期間　函館市美原：1981年～2010年 統計期間　函館市美原：1981年～2010年

　　　　　川汲：　　　1981年～2010年 　　　　　川汲：　　　1981年～2010年

統計期間　函館市美原：1981年～2010年

　　　　　川汲：　　　1981年～2010年

※観測地点や観測項目により統計開始年および統計期間が異な
るため，平年値を比較する際は取り扱いに注意すること
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

3 8 ３  人口分布３  人口分布 軽微－

  平成２２年の国勢調査では，６５歳以上の老年人口は全人口の２７．
５％を占め，増加している一方，１５歳未満の年少人口は１０．９％と減
少しており，少子高齢化が一層進行している。
　また，人口の多い町丁は，４，０００人以上では，深堀町，富岡町２丁
目，桔梗町，石川町，富岡町１丁目，亀田港町の順となっており，亀田支
所管内に集中している。

  平成１７年の国勢調査では，６５歳以上の老年人口は全人口の２３．
９％を占め，増加している一方，１５歳未満の年少人口は１１．７％と減
少しており，少子高齢化が一層進行している。
　また，人口の多い町丁は，４，０００人以上では，深堀町，富岡町２丁
目，富岡町１丁目，上湯川町，亀田港町，中道２丁目，亀田本町，石川
町，本通１丁目の順となっており，亀田支所管内に集中している。

国勢調査人口の推移

1 4 統計値等修正

05,00010,00015,000
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0 5,000 10,000 15,000

５歳階級別人口ピラミッド
男　　　　　　　　　　女

総数 男 女

　本庁 48,546 92,256 41,132 51,124

　湯川支所 26,786 53,839 24,734 29,105

　銭亀沢支所 3,452 8,361 3,955 4,406

　亀田支所 55,695 122,096 57,082 65,014

　戸井支所 1,369 3,581 1,703 1,878

　恵山支所 1,687 4,239 2,049 2,190

　椴法華支所 556 1,414 678 736

　南茅部支所 2,507 6,941 3,318 3,623

計 140,598 292,727 134,651 158,076

総数 男 女

412 701 305 396

世帯数
人　　　　　　　　口　(人）

管内別人口（平成１９年２月２８日住民基本台帳）

外国人登録人口（平成１９年２月２８日外国人登録）

管内区分 世帯数
人　　　　　　　　口　(人）

総数 男 女

　本庁 47,218 81,425 36,257 45,168

　湯川支所 26,382 48,124 21,649 26,475

　銭亀沢支所 3,593 7,194 3,323 3,871

　亀田支所 60,012 117,560 54,185 63,375

　戸井支所 1,343 2,786 1,306 1,480

　恵山支所 1,602 3,179 1,520 1,659

　椴法華支所 492 1,004 473 531

　南茅部支所 2,568 5,501 2,632 2,869

計 143,210 266,773 121,345 145,428

うち外国人 689 808 312 496

管内別人口（平成２８年３月３１日住民基本台帳）

注）うち外国人の世帯については，外国人のみで構成する世帯と日本人と外国人で構成する世帯の合計

管内区分 世帯数
人　　　　　　　　口　(人）
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

  本市への観光客は平成２３年度には，東日本大震災の影響で約４１０万
人にまで落ち込みましたが，それ以降は増加傾向にあり，近年は４８０万
人前後で推移している。

  本市への観光客は平成５年まで増加が顕著であったが，それ以降は大き
な増減は見られず，５００万人前後で推移している。

1 4 6 10 ６  鉄道，空港，港湾の位置等６  鉄道，空港，港湾の位置等 定期便の変更に伴う文言訂正およ
び記述の整理

－ 軽微

1 4 4 9 ４  観光客入込数４  観光客入込数 統計値等修正 － 軽微

　鉄道は，北海道旅客鉄道㈱および道南いさりび鉄道㈱が運行しており，
函館駅は４面８線の地上駅で，函館本線，道南いさりび鉄道線の列車が発
着し，北は札幌方面へ，南は木古内町方面へ続いている。

　（略）

  空港は，中心市街地の東に，３，０００ｍ滑走路を有する函館空港があ
り，道内では丘珠空港，新千歳空港，奥尻空港，また，道外では東京国際
空港，中部国際空港，大阪国際空港，さらには，国際便として中国や台湾
などとの定期便が運航している。
　港湾は,函館湾に面する函館港と太平洋に面する椴法華港があり,函館港
のけい留施設は水深４．５～１４．０ｍ，椴法華港のけい留施設は水深
２．０～４．０ｍである。

　鉄道は，北海道旅客鉄道㈱が運行しており，函館駅は４面８線の地上駅
で，函館本線，津軽海峡線，江差線の列車が発着し，北は札幌方面へ，南
は青森市方面へ続いている。

　（略）

　空港は，中心市街地の西に，３，０００ｍ滑走路を有する函館空港があ
り，道内では丘珠空港，新千歳空港，旭川空港，帯広空港，女満別空港，
釧路空港，奥尻空港，また，道外では東京国際空港，中部国際空港，関西
国際空港など，さらには，国際便としてロシア・ユジノサハリンスク空
港，韓国・ソウル仁川空港との定期便が就航している。
　港湾は,函館湾にある函館港と椴法華地域にある椴法華港となっている
が,函館港の係留施設のうち港町埠頭では水深１４ｍ岸壁を有し延長は２８
０ｍとなっており５万ｔ級の船舶を係留することができる。

4 3 統計値等修正 － 軽微91
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

  市は，消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ，
道と連携し，地域住民の消防団への参加促進，消防団に係る広報活動，全
国の先進事例の情報提供，施設および設備の整備の支援等の取り組みを積
極的に行い，消防団の充実，活性化を図る。

  市は，消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ，
道と連携し，地域住民の消防団への入団促進，消防団に係る広報活動，全
国の先進事例の情報提供，施設および設備の整備の支援等の取り組みを積
極的に行い，消防団の充実，活性化を図る。

2 1 1 2 14 ２  市職員および消防団員の参集基準等 ２  市職員および消防団員の参集基準等 総務省消防庁国民保護計画の改訂
に伴う文言訂正

－ 軽微
(8) 消防団の充実，活性化の推進等 (8) 消防団の充実，活性化の推進等

○応急措置のための資材の確保
企業局

○飲料水確保体制の整備

2 1 2 3 16 ３  近接市町との連携３  近接市町との連携 「災害時等における北海道及び市
町村相互の応援に関する協定」を
締結したことに伴う記述の整理

H21.3
(1) 近接市町との連携(1) 近接市町との連携

2

  市は，近接市町の連絡先，担当部署等に関する最新の情報を常に把握す
るとともに，近接市町相互の国民保護計画の内容について協議する機会を
設けることや，防災に関し締結されている市町間の相互応援協定等につい
て必要な見直しを行うこと等により，武力攻撃災害の防御，避難の実施体
制，物資および資材の供給体制等における近接市町相互間の連携を図る。

軽微1 1 1 12 １  市の各部における平素の業務１  市の各部における平素の業務 機構改革に伴う文言訂正

北海道国民保護計画の改訂に伴う
文言訂正

－
    市の各部は，次のとおり国民保護措置の準備に係る業務を行う。    市の各部は，次のとおり国民保護措置の準備に係る業務を行う。

  市は，近接市町の連絡先，担当部署等に関する最新の情報を常に把握す
るとともに，近接市町相互の国民保護計画の内容について協議する機会を
設けることや，「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する
協定」等に基づき，武力攻撃災害の防御，避難の実施体制，物資および資
材の供給体制等における近接市町相互間の連携を図る。

協議

経済部

環境部 　略
保健所 　略

以下略

平素の業務部局名 平素の業務
総務部 　略

福祉部
○ボランティア育成の環境整備(福祉部所管分)
○死体処理・埋火葬体制の整備

環境部 　略
保健所 　略

○食糧等生活必需品等の調達体制の整備
○観光客の避難対策の整備

以下略

商工観光部

部局名
総務部 　略

保健福祉部
○ボランティア育成の環境整備(保健福祉部所管分)
○遺体処理・埋火葬体制の整備

○食糧等生活必需品等の調達体制の整備
観光部 ○観光客の避難対策の整備

○応急措置のための資材の確保

以下略 以下略

水道局
○飲料水確保体制の整備

1 4 8 10 ８  本市に近接する施設等８  本市に近接する施設等 記述の整理 － 軽微

  本市には所在しないが，近接する重要な施設としては，北斗市七重浜に
石油，高圧ガスの貯蔵施設があり，また，津軽海峡を挟んだ青森県下北郡
大間町では，原子力発電所の建設が進められており，最短距離で約２３㎞
南に位置している。

  本市には所在しないが，近接する重要な施設としては，北斗市七重浜に
石油，高圧ガスの貯蔵施設があり，また，津軽海峡を挟んで約１８㎞南に
位置する青森県下北郡大間町では，原子力発電所の建設が計画されてい
る。
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

2 1

１　避難住民・負傷住民
　①　氏名
　②　フリガナ
　③　出生の年月日
　④　男女の別
　⑤　住所（郵便番号を含む）
　⑥　国籍

安否情報の報告方法並びに「武力
攻撃事態等における安否情報の照
会及び回答の手続きその他の必要
な事項を定める省令」の一部改正
（H18.4.1施行）に伴う文言訂正

１　避難住民・負傷住民
　①　氏名
　②　フリガナ
　③　出生の年月日
　④　男女の別
　⑤　住所
　⑥　国籍

4 3 21 【収集・報告すべき情報】【収集・報告すべき情報】 H20.1 軽微

H26.11 協議

　市は，防災行政無線，登録制メール，広報車，消防団および町内会等の
地域コミュニティーを通じた伝達等によるほか，指定公共機関および指定
地方公共機関である放送事業者との協力，コミュニティＦＭなどとの連携
の強化，コンピュータやデータ通信等を活用した迅速な情報提供システム
の充実に努め，住民に対する迅速かつ的確な情報伝達体制の充実を図る。
さらに緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ），全国瞬時警報シ
ステム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ），消防救急無線，防災行政無線等を中心に，総
合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）等の公共ネットワークの情報通信手段
を的確に運用・管理・整備する。

　市は，警報の内容の伝達等に必要となる同報系その他の防災行政無線の
整備および整備済み地域における通信方式のデジタル化に努めるなど通信
体制の充実に努める。

(2) 防災行政無線の整備 (2)情報伝達体制の整備

国の基本指針の変更に伴う緊急情
報ネットワークシステム（Ｅｍ－
Ｎｅｔ），全国瞬時警報システム
（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の追加および
記述の整理

12 4 2 19 ２　警報等の伝達に必要な準備

北海道国民保護計画との整合に伴
う文言訂正

２　警報等の伝達に必要な準備

　市は，国民保護措置の実施に関し，非常通信体制の整備，重要通信の確
保に関する対策の推進を図るものとし，自然災害その他の非常時における
通信の円滑な運用を図ること等を目的として，関係省庁，地方公共団体，
主要な電気通信事業者等で構成された北海道地方非常通信協議会との連携
に十分配慮する。

　市は，国民保護措置の実施に関し，非常通信体制の整備，重要通信の確
保に関する対策の推進を図るものとし，自然災害その他の非常時における
通信の円滑な運用を図ること等を目的として，関係省庁，地方公共団体，
主要な電気通信事業者等で構成された非常通信協議会との連携に十分配慮
する。

2 1 3 1 17 １　非常通信体制の整備１　非常通信体制の整備 H21.3 軽微
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

　⑥本部の代替機能の確保
【予備施設】
第１順位－市消防本部の本部庁舎
第２順位－東消防署庁舎
第３順位－上記以外の市有施設

函館市地域防災計画の改訂に伴う
文言訂正

－ 軽微

軽微
(3)災害時要援護者への配慮

1 24 １  避難に関する基本的事項１  避難に関する基本的事項 災害対策基本法の改正に伴う文言
訂正

機構改革に伴う文言訂正

－

3 2 1 33

－ 軽微

１　市対策本部の設置
 (1) 市対策本部の設置の手順
　⑥本部の代替機能の確保
【予備施設】
第１順位－市総合保健センター
第２順位－上記以外の市有施設

１　市対策本部の設置
 (1) 市対策本部の設置の手順

(3)要配慮者への対策
2 2

3 1 1 30 北海道総合振興局及び振興局の設
置に関する条例の施行および機構
改革に伴う文言訂正

　緊急本部組織体制と関係機関
　　　　　【緊急本部】
　　総務部次長
　　総務部防災担当課長
　　消防本部次長

　　　　　【関係機関】
　　道，渡島総合振興局
　　道警察

　緊急本部組織体制と関係機関
　　　　　【緊急本部】
　　総務部次長
　　総務部参事（防災）
　　消防次長

　　　　　【関係機関】
　　道，渡島支庁
　　道警察

2 2 6 26 　【生活関連等施設の種類および所管省庁】

　第28条5号　核燃料物質（汚染物質を含む。）　　 原子力規制委員会

　　　　6号　核原料物質　　　　　　　　　　　　 原子力規制委員会
　
　　　　7号　放射性同位元素（汚染物質を含む。） 原子力規制委員会

　【生活関連等施設の種類および所管省庁】

　第28条5号　核燃料物質（汚染物質含む。）　　　  文部科学省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   経済産業省
　　　　6号　核原料物質　　　　　　　　　　　　  文部科学省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     経済産業省
　　　　7号　放射性同位元素（汚染物質含む。）　  文部科学省

原子力規制委員会設置による所管省
庁の変更に伴う文言訂正

H26.11 軽微

　市は，避難住民の誘導にあたっては高齢者，障がい者等自ら避難するこ
とが困難な者の避難について，自然災害時への対応として作成する避難支
援プランを活用しつつ，要配慮者の避難対策を講じる。
　その際，避難誘導時において，市総務部・保健福祉部・子ども未来部を
中心とした横断的な「要配慮者支援班」を迅速に設置できるような体制を
整備する。

　市は，避難住民の誘導にあたっては高齢者，障がい者等自ら避難するこ
とが困難な者の避難について，自然災害時への対応として作成する避難支
援プランを活用しつつ，災害時要援護者の避難対策を講じる。
　その際，避難誘導時において，市総務部・福祉部を中心とした横断的な
「災害時要援護者支援班」を迅速に設置できるような体制を整備する。
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

軽微
 (3) 市対策本部の組織構成および機能 (3) 市対策本部の組織構成および機能

－ 軽微機構改革に伴う文言訂正3 2 1 34

１　市対策本部の設置 －機構改革に伴う文言訂正3 2 1 34 １　市対策本部の設置

 

 
 

本 部 班 

教育委員会，選挙管理委員会 

監査事務局，議会事務局 

企業局，病院局 
現
地
対
策
本
部 

現
地
調
整
所 

市長部局 

支援要員の 
派遣 

決定内容の 
指示 

情報収集班 

広 報 班 

企画・総務対策部 

 

市対策本部 

市対策本部長 
（市長） 

市対策本部副本部長 
（副市長 2 名） 

企画部，総務部，財務部 

競輪事業部，市民部，保健福祉部 

保健所，子ども未来部，環境部， 

経済部，観光部，農林水産部， 

土木部，都市建設部，港湾空港部， 

戸井支所，恵山支所，椴法華支所， 

南茅部支所，会計部 

消防本部 

 
秘 書 班 

※市対策本部長が必要と認めるとき，国の

職員その他当該市の職員以外の者を市対

策本部の会議に出席させることが可能で

ある。 

 

市対策本部員 
（企画部長，総務部長，財務部長，競輪事業部
長，市民部長，保健福祉部長，保健所長，子ど
も未来部長，環境部長，経済部長，観光部長，
農林水産部長，土木部長，都市建設部長，港湾
空港部長，戸井支所長，恵山支所長，椴法華支
所長，南茅部支所長，会計部長，教育長，議会
事務局長，選挙管理委員会事務局長，監査事
務局長，企業局長，病院局長，消防長） 
 

対策本部長の意思決定を補佐 

市対策本部の組織および機能  

 
 

本 部 班 

教育委員会，選挙管理委員会 

監査事務局，議会事務局 

水道局，交通局，病院局 
現
地
対
策
本
部 

現
地
調
整
所 

市長部局 

支援要員の 
派遣 

決定内容の 
指示 

情報収集班 

広 報 班 

企画・総務対策部 

 

市対策本部 

市対策本部長 
（市長） 

市対策本部副本部長 
（副市長 2 名） 

企画部，総務部，財務部 

競輪事業部，市民部，福祉部 

環境部，保健所，商工観光部 

農林水産部，土木部，都市建設部 

港湾空港部，戸井支所，恵山支所 

椴法華支所，南茅部支所，会計部 

消防本部 

 
秘 書 班 

※市対策本部長が必要と認めるとき，国の

職員その他当該市の職員以外の者を市対

策本部の会議に出席させることが可能で

ある。 

 

市対策本部員 
（企画部長，総務部長，財務部長，競輪事業部
長，市民部長，福祉部長，環境部長，保健所
長，商工観光部長，農林水産部長，土木部長，
都市建設部長，港湾空港部長，戸井支所長，恵
山支所長，椴法華支所長，南茅部支所長，会計
部長，教育長，議会事務局長，選挙管理委員会
事務局長，監査事務局長，水道局長，交通局
長，病院局長，消防長） 
 

対策本部長の意思決定を補佐 

市対策本部の組織および機能 

部(担当部) 班(班長) 担当課等 業　　務　　内　　容

広報班

(広報課長 )
広報課，地域振興課

・報道機関との連絡調整に関すること

・記者会見に関すること

・広報活動（緊急情報以外）に関すること

情報収集班

(東京事務所長 )
東京事務所，国際課 ・政府関係機関からの情報収集，連絡調整に関すること

企画避難誘導班

(企画管理課長)

広報班，情報収集班

以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

本部班

(総務課長 )

総務課，職員厚生

課，文書法制課

・国民保護措置の総括に関すること

・緊急本部，対策本部の設置，廃止，運営に関すること

・国，道，関係機関への報告，連絡調整に関すること

・被災情報，安否情報等の取りまとめに関すること

・道を通じた自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること

・応援派遣要請に関すること

・運送に関わる公用車の配車に関すること

・特殊標章の交付に関すること　　・その他

秘書班

(秘書課長)
秘書課 ・本部長，副本部長の秘書業務に関すること

総務避難誘導班

(人事課長)

本部班，秘書班以外

の課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

競輪対策部

(競輪事業部)

競輪避難誘導班

(業務課長 )
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

管財班

(管理課長)
管理課，財政課 ・公有財産の応急利用に関すること

財務避難誘導班

(調度課長)
管財班以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

企画対策部

(企画部)

総務対策部

(総務部)

財務対策部

(財務部)

部(担当部) 班(班長) 担当課等 業　　務　　内　　容

広報班

(広報広聴課長 )

広報広聴課，政策推

進課

・報道機関との連絡調整に関すること

・記者会見に関すること

・広報活動（緊急情報以外）に関すること

情報収集班

(計画調整課長 )

計画調整課，国際・

地域交流課
・政府関係機関からの情報収集，連絡調整に関すること

企画避難誘導班

(企画管理課長)

広報班，情報収集班

以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

本部班

(防災担当課長 )

総務課，職員厚生

課，文書法制課

・国民保護措置の総括に関すること

・緊急本部，対策本部の設置，廃止，運営に関すること

・国，道，関係機関への報告，連絡調整に関すること

・被災情報，安否情報等の取りまとめに関すること

・道を通じた自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること

・応援派遣要請に関すること

・運送に関わる公用車の配車に関すること

・特殊標章の交付に関すること　　・その他

秘書班

(秘書課長)
秘書課 ・本部長，副本部長の秘書業務に関すること

総務避難誘導班

(人事課長)

本部班，秘書班以外

の課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

管財班

(管理課長)
管理課，財政課 ・公有財産の応急利用に関すること

財務避難誘導班

(調度課長)
管財班以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

競輪対策部

(競輪事業部)

競輪避難誘導班

(事業課長 )
事業課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

企画対策部

(企画部)

総務対策部

(総務部)

財務対策部

(財務部)
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

3 2 1 35 機構改革に伴う文言訂正 － 軽微部(担当部) 班(班長) 担当課等 業　　務　　内　　容

住民対応班

(市民課長 )

市民課，男女共同参

画課，湯川・銭亀

沢・亀田支所

・住民および住民組織への情報提供，情報収集に関すること

市民避難誘導班

(国保年金課長)

住民対応班以外の課

等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

福祉班

(社会課長 )

社会課（斎場含

む），福祉推進課，

参事

・救援物資の受理，配布に関すること

・生活必需品等の供与・貸与に関すること

・死亡者の情報収集，遺体の収容，安置，火葬に関すること

・日本赤十字社北海道支部，福祉関係ボランティア団体等との連絡調整に

関すること

福祉住民支援班

(介護高齢福祉課長 )
福祉班以外の課等

・り災者の救護，相談に関すること

・災害時要援護者 の支援に関すること

清掃班

(清掃事業課長)

リサイクル推進課 ，

清掃事業課， 清掃施

設課，日乃出清掃工

場，埋立て処分場

・ごみ・し尿の処理，清掃に関すること

環境避難誘導班

(管理課長 )
清掃班以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

衛生班

(管理課長 )

管理課，生活衛生

課，食肉検査所，衛

生試験所

・防疫の実施，死亡獣畜の処理に関すること

・ペットの保護に関すること

保健住民支援班

(保健予防課長 )
衛生班以外の課等

・り災者の救護，相談に関すること

・災害時要援護者 の支援に関すること

観光班

(観光課長 )

商工管理課，労働

課，計量検査所，観

光課，参事

・観光客の避難誘導の実施に関すること

調達班

(商業課長 )
観光班以外の課等 ・応急食糧，被服，寝具等生活必需品等の調達に関すること

輸送班

(水産課長)
管理課，水産課 ・漁業船舶の借上げ，海上輸送に関すること

防疫班

(農林課長 )
輸送班以外の課等

・家畜の救護，防疫に関すること

・死亡獣蓄の処理に関すること

応急班

(維持課長)

管理課，河川課，維

持課，緑化推進課

・道路，橋梁，河川，下水，堤防，街路樹等の応急措置に関すること

・応急措置に必要な資材の調達・陸上輸送に関すること

土木避難誘導班

(用地課長 )
応急班以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

住宅班

(建築課長)

建築課，住宅課， 建

築指導課

・応急仮設住宅の設置，公営住宅の応急利用に関すること

・市営住宅の応急措置に関すること

・仮設住宅の建設および入居者の選定に関すること

建設避難誘導班

(街づくり推進課長 )
住宅班以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

港湾対策部

(港湾空港部)

港湾輸送班

(管理課長)

管理課，港湾課， 空

港課

・港湾，空港施設の応急措置に関すること

・応急措置に必要な資材の航空輸送，海上輸送に関すること

戸井対策部

(戸井支所)

戸井避難誘導班

(地域振興課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

恵山対策部

(恵山支所)

恵山避難誘導班

(地域振興課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

椴法華対策部

(椴法華支所)

椴法華避難誘導班

(地域振興課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

南茅部対策部

(南茅部支所)

南茅部避難誘導班

(地域振興課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

保健対策部

(保健所)

※支所業務兼務者は

除く

福祉対策部

(福祉部)

※支所業務兼務者は

除く

環境対策部

(環境部)

市民対策部

(市民部)

商工対策部

(商工観光部 )

農水対策部

(農林水産部)

※農業委員会含む

土木対策部

(土木部)

建設対策部

(都市建設部)

部(担当部) 班(班長) 担当課等 業　　務　　内　　容

住民対応班

(市民・男女共同参画

課長)

市民・男女共同参画課，

くらし安心課，湯川・銭

亀沢・亀田支所

・住民および住民組織への情報提供，情報収集に関すること

・安否情報の照会の受理と情報の提供に関すること

市民避難誘導班

(国保年金課長)

住民対応班以外の課

等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

福祉班

(管理課長 )

管理課，地域福祉

課，指導監査課

・救援物資の受理，配布に関すること

・生活必需品等の供与・貸与に関すること

・死亡者の情報収集，遺体の収容，安置，火葬に関すること

・日本赤十字社北海道支部，福祉関係ボランティア団体等との連絡調整に

関すること

衛生班

(地域保健課長 )

地域保健課 ，生活衛

生課，食肉検査所，

衛生試験所

・防疫の実施，死亡獣畜の処理に関すること

・ペットの保護に関すること

福祉住民支援班

(介護保険課長 )

福祉，衛生，保健住

民支援班以外の課等

・被災者の救護，相談に関すること

・要配慮者の支援に関すること

保健住民支援班

(健康増進課長 )

健康増進課，保健予

防課，母子保健課

・被災者の救護，相談に関すること

・要配慮者の支援に関すること

清掃班

(清掃事業課長)

環境推進課，清掃事業

課，日乃出クリーンセン

ター，埋立処分場

・ごみ・し尿の処理，清掃に関すること

環境避難誘導班

(環境総務課長 )
清掃班以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

経済対策部

(経済部)

調達班

(経済企画課長 )
全課 ・応急食糧，被服，寝具等生活必需品等の調達に関すること

観光対策部

(観光部)

観光班

(観光企画課長 )
全課 ・観光客の避難誘導の実施に関すること

輸送班

(水産課長)
企画調整課 ，水産課 ・漁業船舶の借上げ，海上輸送に関すること

防疫班

(農務課長 )
輸送班以外の課等

・家畜の救護，防疫に関すること

・死亡獣畜の処理に関すること

応急班

(維持課長)

管理課，施設管理課，維

持課,公園河川整備課

・道路，橋梁，河川，下水，堤防，街路樹等の応急措置に関すること

・応急措置に必要な資材の調達・陸上輸送に関すること

土木避難誘導班

(用地管理課長 )
応急班以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

住宅班

(建築課長)

建築課，住宅課， 建

築行政課

・応急仮設住宅の設置，公営住宅の応急利用に関すること

・市営住宅の応急措置に関すること

・仮設住宅の建設および入居者の選定に関すること

建設避難誘導班

(まちづくり景観課長)
住宅班以外の課等

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

港湾対策部

(港湾空港部)

港湾輸送班

(管理課長)
全課

・港湾，空港施設の応急措置に関すること

・応急措置に必要な資材の航空輸送，海上輸送に関すること

戸井対策部

(戸井支所)

戸井避難誘導班

(地域振興課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

恵山対策部

(恵山支所)

恵山避難誘導班

(地域振興課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

椴法華対策部

(椴法華支所)

椴法華避難誘導班

(地域振興課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

南茅部対策部

(南茅部支所)

南茅部避難誘導班

(地域振興課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

環境対策部

(環境部)

保健福祉対策部

(保健福祉部，保健

所，子ども未来部 )

※支所業務兼務者は

除く

農水対策部

(農林水産部)

※農業委員会含む

土木対策部

(土木部)

建設対策部

(都市建設部)

市民対策部

(市民部)
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

－ 軽微機構改革に伴う文言訂正3 2 1 35 部(担当部) 班(班長) 担当課等 業　　務　　内　　容

会計対策部

(会計部)

会計班

（会計課長）
全課 ・市有の現金，有価証券等の保管に関すること

避難所班

(管理課長)

文化財課，中央図書

館，博物館を除く生

涯学習部の全課

・避難所の開設，運営，廃止，避難住民等の受け入れに関すること

・教育施設の応急措置に関すること

・応急給食の配給に関すること

・避難所自主運営組織の支援に関すること

文教班

(学務課長 )

学校教育部の全課，

生涯学習部の文化財

課，中央図書館 ，博

・応急教育の確保，教科書，学用品の給与に関すること

・文化財の保全対策に関すること

議会対策部

(議会事務局)

議会避難誘導班

(庶務課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

選挙対策部

(選挙管理委員会)

※支所業務兼務者は

除く

選挙避難誘導班

(選挙課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

監査対策部

(監査事務局)

監査避難誘導班

(監査課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

水道班

(業務課長 )
事業部の全課

・応急給水，緊急浄水処理，水質管理に関すること

・上下水道施設の応急措置に関すること

・応急作業に必要な資材の確保および運送に関すること

水道避難誘導班

(総務課長)
管理部の全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

交通対策部

(交通局)

交通輸送班

(管理課長 )
全課

・避難者の電車による運送に関すること

・電車施設の応急措置に関すること

病院対策部

(病院局)

医療班

(庶務課長)
全科

・負傷者の医療に関すること

・緊急医療チームの派遣に関すること

消防対策部

(消防本部)

庶務班

(庶務課長)
庶務課

・消防活動の総括に関すること

・消防団との連絡調整に関すること

警防班

(警防課長)

通信担当以外の警防

課

・特殊作業を伴う救助等に関すること

・消防活動に必要な資材の確保および運送に関すること

・消防団の現場活動に関すること

救急班

(救急課長)
救急課

・救急活動に関すること

・医療機関との連絡調整に関すること

通信班

(当直司令長 )
警防課通信担当

・無線統制，無線中継に関すること

・情報収集および伝達に関すること

予防班

(予防課長)
予防課

・被害状況の調査に関すること

・危険物質等の安全確保に関すること

北管内消火救助班

(北消防署長)
北消防署 ・担当管内の消火，救助，災害防除，避難誘導に関すること

東管内消火救助班

(東消防署長)
東消防署 ・担当管内の消火，救助，災害防除，避難誘導に関すること

水道対策部

(水道局)

※支所業務兼務者は

除く

教育対策部

(教育委員会)

部(担当部) 班(班長) 担当課等 業　　務　　内　　容

会計対策部

(会計部)

会計班

（会計課長）
全課 ・市有の現金，有価証券等の保管に関すること

避難所班

(管理課長)

文化財課，博物館を

除く生涯学習部の全

課

・避難所の開設，運営，廃止，避難住民等の受け入れに関すること

・教育施設の応急措置に関すること

・応急給食の配給に関すること

・避難所自主運営組織の支援に関すること

文教班

(学校教育課長 )

学校教育部の全課，

生涯学習部の文化財

課，博物館

・応急教育の確保，教科書，学用品の給与に関すること

・文化財の保全対策に関すること

議会対策部

(議会事務局)

議会避難誘導班

(庶務課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

選挙対策部

(選挙管理委員会)

※支所業務兼務者は

除く

選挙避難誘導班

(選挙課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

監査対策部

(監査事務局)

監査避難誘導班

(監査課長)
全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

水道班

(管路整備室

　維持管理担当課長 )

上下水道部 の全課

・応急給水，緊急浄水処理，水質管理に関すること

・上下水道施設の応急措置に関すること

・応急作業に必要な資材の確保および運送に関すること

水道避難誘導班

(総務課長)
管理部の全課

・避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関すること

・避難実施要領の周知，避難所運営の支援に関すること

交通対策部

(企業局交通部 )

交通輸送班

(安全推進課長 )
全課

・避難者の電車による運送に関すること

・電車施設の応急措置に関すること

病院対策部

(病院局)

医療班

(庶務課長)
全科

・負傷者の医療に関すること

・緊急医療チームの派遣に関すること

消防対策部

(消防本部)

庶務班

(庶務課長)
庶務課

・消防活動の総括に関すること

・消防団との連絡調整に関すること

警防班

(警防課長)
警防課

・特殊作業を伴う救助等に関すること

・消防活動に必要な資材の確保および運送に関すること

・消防団の現場活動に関すること

救急班

(救急課長)
救急課

・救急活動に関すること

・医療機関との連絡調整に関すること

予防班

(予防課長)
予防課，指導課

・被害状況の調査に関すること

・危険物質等の安全確保に関すること

通信班

(消防指令センター
消防指令センター

・無線統制，無線中継に関すること

・情報収集および伝達に関すること

北管内消火救助班

(北消防署長)
北消防署 ・担当管内の消火，救助，災害防除，避難誘導に関すること

東管内消火救助班

(東消防署長)
東消防署 ・担当管内の消火，救助，災害防除，避難誘導に関すること

水道対策部

(企業局管理部、上下

水道部)

※支所業務兼務者は

除く

教育対策部

(教育委員会)
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

 (1) 派遣要請の求めおよび連絡方法 (1) 派遣要請の求めおよび連絡方法

軽微

－ 軽微

　市長は，国民保護措置を円滑に実施するため，必要があると認めるとき
は，知事に対し，自衛隊の部隊等の派遣要請を行うよう求める（国民保護
等派遣）。また，通信の途絶等により知事への求めができない場合は，努
めて，函館地方協力本部長または当市の協議会委員たる陸上自衛隊第２８
普通科連隊長もしくは海上自衛隊函館基地隊司令を通じて，陸上自衛隊に
あっては北部方面総監，海上自衛隊にあっては大湊地方総監，航空自衛隊
にあっては第２航空団司令を介し，防衛大臣に連絡する。

3 3 3 40 ３　自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等 北海道市町村国民保護モデル計画
（ひな形）の変更に伴う具体的記
述等への文言追加

　高齢者，障がい者，外国人等に対しては，特に配慮するものとし，具体
的には，市総務部・保健福祉部ほか関係部局と連携し，迅速に正しい情報
が伝達され，避難などに備えられるような体制の整備に努める。

災害対策基本法の改正に伴う文言
訂正

－

３　自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等

軽微

3 4 1 2 44 ２  警報の内容の伝達方法２  警報の内容の伝達方法

3 4 2 3 48 ３  避難住民の誘導３  避難住民の誘導
 (2) 市消防本部および市消防団の活動 (2) 市消防本部および市消防団の活動

3 4 2 2 47 ２  避難実施要領の策定２  避難実施要領の策定

 (3) 要配慮者対策 (3) 災害時要援護者対策

　市消防本部は，消火活動および救助，救急活動の状況を勘案しつつ，市
長の定める避難実施要領に基づき，要所に消防車両等を配置し，車載の拡
声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに，自力歩行困難な要配
慮者の人員輸送車両等による運送を行う等，保有する装備を有効活用した
避難住民の誘導を行う。
　市消防団は，消火活動および救助，救急活動について，市消防本部の指
揮のもと自主防災組織，町会等と連携した避難住民の誘導を行うととも
に，要配慮者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当す
る等，地域とのつながりを活かした活動を行う。

　市消防本部は，消火活動および救助，救急活動の状況を勘案しつつ，市
長の定める避難実施要領に基づき，要所に消防車両等を配置し，車載の拡
声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに，自力歩行困難な災害
時要支援者の人員輸送車両等による運送を行う等，保有する装備を有効活
用した避難住民の誘導を行う。
　市消防団は，消火活動および救助，救急活動について，市消防本部の指
揮のもと自主防災組織，町会等と連携した避難住民の誘導を行うととも
に，災害時要支援者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を
担当する等，地域とのつながりを活かした活動を行う。

3 3 1 39 １  国，道の対策本部および現地対策本部との連携（新設） 国の基本指針の変更に伴う変更 H21.3 協議
 (3) 武力攻撃事態等合同対策協議会との連携
　市は，国の現地対策本部長が開催する「武力攻撃事態等合同対策協議
会」に職員を派遣して国民保護措置に関する情報を交換するなどの必要な
連携を図り，それぞれの機関が実施する国民保護措置について協力する。

災害対策基本法の改正に伴う文言
訂正

H26.11
 (3) 避難実施要領の策定の際における留意事項 (3) 避難実施要領の策定の際における留意事項

　高齢者，障がい者，外国人等に対しては，に配慮するものとし，具体的
には，市総務部・福祉部ほか関係部局と連携し，迅速に正しい情報が伝達
され，避難などに備えられるような体制の整備に努める。

3 2 1 36 １  市対策本部の設置１  市対策本部の設置

　①～⑤　略

　⑥要配慮者の避難方法の決定（避難支援プラン，要配慮者支援班の設
置）

　①～⑤　略

　⑥要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン，災害時要援護者支援班
の設置）

　市長は，国民保護措置を円滑に実施するため，必要があると認めるとき
は，知事に対し，自衛隊の部隊等の派遣要請を行うよう求める（国民保護
等派遣）。また，通信の途絶等により知事への求めができない場合は，努
めて，函館地方協力本部長または陸上自衛隊第２８普通科連隊長もしくは
海上自衛隊函館基地隊司令を通じて，陸上自衛隊にあっては北部方面総
監，海上自衛隊にあっては大湊地方総監，航空自衛隊にあっては第２航空
団司令を介し，防衛大臣に連絡する。

関係機関連絡先の新設に伴う文言
訂正

－ 軽微
 (4) 市対策本部における広報等 (4) 市対策本部における広報等
　①～③　略

　④関係する報道機関
　　関係する報道機関名称連絡先は資料編６へ掲載する。

　①～③　略

　④関係する報道機関
　　関係する報道機関名称連絡先は別途整理する。

災害対策基本法の改正に伴う文言
訂正

H26.11 軽微
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

２  関係機関との連携 記述の整理

 (4) 緊急物資の運送の求め (4) 緊急物資の運送の求め
－ 軽微

 (6)高齢者，障がい者等への配慮
　市長は，高齢者，障がい者等の避難を万全に行うため，要配慮者支援班
を設置し，社会福祉協議会，民生委員，社会福祉事業者，障がい者団体等
と協力して，要配慮者への連絡，運送手段の確保を的確に行うものとす
る。
　ただし，ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては，被害が局地的，限
定的なものに留まることも多いことから，時間的余裕がなく，移動により
攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は，屋内への避難を現実的な避難方
法として検討せざるを得ない場合もあり得る。

3

51

(8)残留者等への対応　（略）
(9)避難所等における安全確保等　（略）
(10)動物の保護等に関する配慮　（略）
(11)通行禁止措置の周知　（略）
(12)道に対する要請　（略）
(13)避難住民の運送の求め等　（略）
(14)避難住民の復帰のための措置　（略）

3 5 2

4 2 3

　市長は，運送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関に対
し，緊急物資の運送を求める場合は，第３編第４章第２の３の(12)に準じ
て行う。

　市長は，運送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関に対
し，緊急物資の運送を求める場合は，第３編第４章第２の３の(13)に準じ
て行う。

H26.11 協議

50 ３　避難住民の誘導３　避難住民の誘導

 (1) 救援の基準等 (1) 救援の基準等

救護事務の移管に伴う文言訂正3 5 3 H26.11 軽微

　市長は，１の(1)の通知があった場合は，「武力攻撃事態等における国民
の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」（平
成２５年内閣府告示第２２９号。以下「救援の程度及び基準」という。）
および道国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
　市長は，救援の程度および基準によっては救援の適切な実施が困難であ
ると判断する場合には，知事に対し，内閣総理大臣に特別な基準の設定に
ついての意見を申し出るよう要請する。

　市長は，１の(1)の通知があった場合は，「武力攻撃事態等における国民
の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」（平
成１６年厚生労働省告示第３４３号。以下「救援の程度及び基準」とい
う。）および道国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
　市長は，救援の程度および基準によっては救援の適切な実施が困難であ
ると判断する場合には，知事に対し，厚生労働大臣に特別な基準の設定に
ついての意見を申し出るよう要請する。

３  救援の内容55 ３  救援の内容

55 ２  関係機関との連携

3 4 2 3 50 (7)　大規模集客施設等における当該施設滞在者等の避難
　市は，大規模集客施設や旅客輸送関連施設に対して，施設管理者と連携
し，施設の特性に応じ当該施設などに滞在する者等についても，避難等の
国民保護措置が円滑に実施できるよう必要な対策をとるものとする。

（新設） 国の基本指針の変更に伴う追加

(7)残留者等への対応　（略）
(8)避難所等における安全確保等　（略）
(9)動物の保護等に関する配慮　（略）
(10)通行禁止措置の周知　（略）
(11)道に対する要請　（略）
(12)避難住民の運送の求め等　（略）
(13)避難住民の復帰のための措置　（略）

 (6)高齢者，障がい者等への配慮
　市長は，高齢者，障がい者等の避難を万全に行うため，災害時要援護者
支援班を設置し，社会福祉協議会，民生委員，介護保険制度関係者，障が
い者団体等と協力して，災害時要援護者への連絡，運送手段の確保を的確
に行うものとする。
　ただし，ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては，被害が局地的，限
定的なものに留まることも多いことから，時間的余裕がなく，移動により
攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は，屋内への避難を現実的な避難方
法として検討せざるを得ない場合もあり得る。

H26.11 軽微

災害対策基本法の改正に伴う文言
訂正

3 5 1 54 １　救援の実施および補助１　救援の実施および補助 北海道国民保護計画との整合に伴
う文言訂正

－ 軽微
 (1) 救援の実施 (1) 救援の実施
　①～⑧　（略）
　⑨　遺体の捜索および処理
　⑩　（略）

　①～⑧　（略）
　⑨　死体の捜索および処理
　⑩　（略）
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

◆安否情報の収集，整理および報告ならびに照会への回答について必要な
事項を以下のとおり定める。（安否情報省令：資料編４参照）

◆安否情報の収集，整理および報告ならびに照会への回答について必要な
事項を以下のとおり定める。

61 安否情報の報告方法並びに「武力
攻撃事態等における安否情報の照
会及び回答の手続きその他の必要
な事項を定める省令」の一部改正
（H18.4.1施行）

H21.3 協議

　⑧学用品の給与
 　道と緊密に連携しつつ，小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含
む。），中学校生徒（中等教育学校の前期課程および特別支援学校の中学
部生徒を含む。）および高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程および
通信制の課程を含む。），中等教育学校の後期課程，特別支援学校の高等
部，高等専門学校，専修学校および各種学校の生徒をいう。）の被災状況
を情報収集し，学用品（教科書，文房具および通学用品をいう。）を喪失
または損傷し，就学上支障がある場合は，被害の実情に応じ，学用品を給
与する措置を講ずる。

　⑧学用品の給与
 　道と緊密に連携しつつ，小学校児童（盲学校，聾学校および養護学校
（以下「特殊教育諸学校」という。）の小学部児童を含む。），中学校生
徒（中等教育学校の前期課程および特殊教育諸学校の中学部生徒を含
む。）および高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程および通信制の課
程を含む。），中等教育学校の後期課程，特殊教育諸学校の高等部，高等
専門学校，専修学校および各種学校の生徒をいう。）の被災状況を情報収
集し，学用品（教科書，文房具および通学用品をいう。）を喪失または損
傷し，就学上支障がある場合は，被害の実情に応じ，学用品を給与する措
置を講ずる。

3 5 3 59 ３  救援の内容３  救援の内容 北海道国民保護計画の改訂に伴う
文言訂正

H26.11 軽微
 (3) 救援の内容 (3) 救援の内容
　⑨遺体の捜索および処理
 　ア　遺体の捜索
　　　 遺体の捜索について，道警察，自衛隊および海上保安部と連携
　　 して実施する。
　 イ　遺体の処理
　　　 捜索等の結果，武力攻撃災害の際に死亡した者で社会混乱のた
　　 め，その遺族が処置を行えない場合または遺族がいない場合，関
　　 係機関と連携し，遺体の洗浄，縫合，消毒等の処理，遺体の一次
　　 保存（原則既存の建物），検案等の措置を行う。

3 6

3 5 3 59 ３  救援の内容３  救援の内容 学校教育法の改正に伴う文言訂正 H20.1 軽微
 (3) 救援の内容 (3) 救援の内容

　⑨死体の捜索および処理
 　ア　死体の捜索
　　　 死体の捜索について，道警察，自衛隊および海上保安部と連携
　　 して実施する。
　 イ　死体の処理
　　　 捜索等の結果，武力攻撃災害の際に死亡した者で社会混乱のた
　　 め，その遺族が処置を行えない場合または遺族がいない場合，関
　　 係機関と連携し，死体の洗浄，縫合，消毒等の処理，死体の一次
　　 保存（原則既存の建物），検案等の措置を行う。

収集項目

１ 避難住民・負傷住民

① 氏名

② フリガナ

③ 出生の年月日

④ 男女の別

⑤ 住所

⑥ 国籍

⑦ ①～⑥のほか，個人を識別する

ための情報（前各号のいずれかに掲

げる情報が不明である場合において，

当該情報に代えて個人を識別するこ

とができるものに限る。）

⑧ 負傷(疾病）の該当

⑨ 負傷または疾病の状況

⑩ 現在の居所

⑪ 連絡先その他必要情報

⑫ 親族・同居者への回答の希望

⑬ 知人への回答の希望

⑭ 親族・同居者・知人以外の者へ

の回答または公表の同意

２ 死亡住民

（上記①～⑦に加えて）

⑮ 死亡の日時、場所および状況

⑯ 遺体が安置されている場所

⑰ 連絡先その他必要情報

⑱ ①～⑦、⑮～⑰の親族・同居

者・知人以外の者への回答の同意

収集項目

１ 避難住民・負傷住民

① 氏名

② フリガナ

③ 出生の年月日

④ 男女の別

⑤ 住所（郵便番号を含む）

⑥ 国籍

⑦ ①～⑥のほか，個人を識別する

ための情報（前各号のいずれかに掲

げる情報が不明である場合において，

当該情報に代えて個人を識別するこ

とができるものに限る。）

⑧ 負傷(疾病）の該当

⑨ 負傷または疾病の状況

⑩ 現在の居所

⑪ 連絡先その他必要情報

⑫ 親族・同居者への回答の希望

⑬ 知人への回答の希望

⑭ 親族・同居者・知人以外の者へ

の回答または公表の同意

２ 死亡住民

（上記①～⑦に加えて）

⑮ 死亡の日時、場所および状況

⑯ 遺体が安置されている場所

⑰ 連絡先その他必要情報

⑱ ①～⑦、⑮～⑰の親族・同居

者・知人以外の者への回答の同意
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

3 7 2 4 69 ４  消防に関する措置等 ４  消防に関する措置等 記述の整理

　④市消防団は，施設，装備，資機材および通常の活動体制を考慮し，災
害現場においては，市消防本部の指揮を受け，その活動支援を行うなど，
団員に危険が及ばない範囲に限定して活動する。

　④市消防団は，施設，装備，資機材および通常の活動体制を考慮し，災
害現場においては，市消防本部の指揮のもと連携を図り，その活動支援を
行うなど，団員に危険が及ばない範囲に限定して活動する。

－ 軽微
 (7) 安全の確保  (7) 安全の確保

3 7 2 4 67 ４  消防に関する措置等 ４  消防に関する措置等 記述の整理 － 軽微
 (1) 市消防本部の活動  (1) 市消防本部の活動
　市消防本部は，国民保護法のほか，消防組織法（昭和２２年法律第２２
６号），消防法その他の法令に基づき，職員，市消防団員の活動上の安全
確保に配慮しながら，その装備，資機材，人員，技能等を活用した消火活
動および救助，救急活動を行なって，武力攻撃災害を防除し，および軽減
する。
　市消防団は，その保有する装備，資機材等の活動能力に応じ，地域の実
状に即した活動を行う。

　市消防本部は，国民保護法のほか，消防組織法（昭和２２年法律第２２
６号），消防法その他の法令に基づき，職員，市消防団員の活動上の安全
確保に配慮しながら，その装備，資機材，人員，技能等を活用した消火活
動および救助，救急活動を行なって，武力攻撃災害を防除し，および軽減
する。
　市消防団は，市消防本部の指揮のもと，その保有する装備，資機材等の
活動能力に応じ，地域の実状に即した活動を行う。

軽微－
3 6

軽微

（新設）

63 ５　日本赤十字社に対する協力４　日本赤十字社に対する協力 【項番号の繰り下げ】

　市は，日本赤十字社北海道支部の要請があったときは，当該要請に応
じ，その保有する外国人に関する安否情報を提供する。
　この場合も，４の（２），（３）と同様に，個人の情報の保護に配慮し
つつ，情報の提供を行う。

　市は，日本赤十字社北海道支部の要請があったときは，当該要請に応
じ，その保有する外国人に関する安否情報を提供する。
　この場合も，３の（２），（３）と同様に，個人の情報の保護に配慮し
つつ，情報の提供を行う。

協議３　道に対する報告
　市は，道への報告にあたっては，原則として，安否情報省令第２条に規
定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）を，
電子メールで道に送付する。ただし，事態が急迫してこれらの方法による
ことができない場合は，口頭や電話などでの報告を行う。

5

3 6 4 62 ４　安否情報の照会に対する回答３　安否情報の照会に対する回答 【項番号の繰り下げ】

3 6 2 61 ２　安否情報の収集

２　道に対する報告 【安否情報システムの運用開始に
伴う変更】
【項番号の繰り下げ】

H21.3

１　安否情報の収集 【項番号の繰り下げ】 －

　市は，道への報告に当たっては，原則として，安否情報省令第２条に規
定する様式第３号に必要事項を記載し道に送付する。

3 6 3 62

　市は，安否情報の収集・提供を効率的に実施するため，消防庁が管理す
る武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システムを利用するもの
とし，事態の状況により当該システムによることができないときは，電子
メール，ＦＡＸにより安否情報の報告を行う。ただし，事態が急迫してこ
れらの方法によることができない場合は，口頭，電話その他の方法により
安否情報の報告を行う。

【安否情報システムの運用開始に
伴う変更】

H21.3 協議3 6 1 61 １　安否情報システムの利用
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

（略） （略）

　①市は，地域防災計画の定めに準じて，「震災廃棄物対策指針」（平 　①市は，地域防災計画および震災廃棄物処理計画の定めに準じて，
　成１０年厚生省生活衛生局作成）等を参考としつつ，廃棄物処理体制 　「災害廃棄物対策指針」（平成２６年環境省大臣官房廃棄物・リサイ
　を整備する。 　クル対策部作成）等を参考としつつ，廃棄物処理体制を整備する。

3 9 2 76 ２　廃棄物の処理 ２　廃棄物の処理 函館市震災廃棄物処理計画の策定
および国の震災廃棄物対策指針の
改訂に伴う文言訂正

－ 軽微
 (2) 廃棄物処理対策  (2) 廃棄物処理対策

国の基本指針の変更に伴う追加 H26.11 協議

国の基本指針の変更に伴う追加 H26.11 協議

3 7 4 2 72 ・市長は，必要に応じ，安定ヨウ素剤の予防服用の実施および飲食物の
　摂取制限等の措置について，北海道地域防災計画(原子力災害対策編)
　に準じて行うものとする。

（新設）

3 7 4 2

 (1) 核攻撃等の場合 (1) 核攻撃等の場合

72 ・市は，避難住民等（輸送に使用する車両およびその乗務員を含む。）
　のスクリーニングおよび除染その他放射性物質による汚染の拡大を防
　止するため，住民等へ向け，スクリーニングの場所，災害の概要，避
　難に必要な情報提供に努めるものとする。

（新設）

　市は，国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため，汚染の範囲
特定に資する被災情報を道に直ちに報告する。
　また，措置にあたる要員に防護服を着用させるとともに，被ばく線量の
管理を行いつつ，活動を実施させる。

国の基本指針の変更に伴う文言訂
正

3 7 4 2 72 ２　汚染原因に応じた対応

・市は，国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため，汚染の
　範囲特定に資する被災情報を道に直ちに報告する。
・措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに，被ばく線量の管理
　を行いつつ，活動を実施させる。

２　汚染原因に応じた対応

　現在，青森県大間町において，原子力発電所の建設が進められている
が，市とこの原子力発電所の建設予定地との間には津軽海峡があり，遮蔽
物がないことや多数の漁船が操業していることなどから，異常が発生した
場合，市民の不安が高まることが想定される。
　このため，必要に応じて，情報の収集等を行い，市民の不安の解消等に
努めるものとする。

　現在，青森県大間町において，原子力発電所の建設に向けた準備が進め
られているが，市とこの原子力発電所の建設予定地との間には津軽海峡が
あり，遮蔽物がないことや多数の漁船が操業していることなどから，異常
が発生した場合，市民の不安が高まることが想定される。
　このため，必要に応じて，情報の収集等を行い，市民の不安の解消等に
努めるものとする。

２号 　（略） 　（略）２号 　（略） 　（略）
３号 遺体 移動を制限，禁止すること３号 死体 移動を制限，禁止すること

3 7 4 3 73 ３　市長の権限３　市長の権限 北海道国民保護計画の改訂に伴う
文言訂正

H26.11 軽微
　　【法第１０８条第１項による措置】　　【法第１０８条第１項による措置】

対象物件等 措置対象物件等 措置
１号 　（略） 　（略）１号 　（略） 　（略）

４号 　（略） 　（略）４号 　（略） 　（略）
５号 　（略） 　（略）５号 　（略） 　（略）
６号 　（略） 　（略）６号 　（略） 　（略）

3 7 3 2 71 ２  危険物質等による武力攻撃災害の防止および防除２  危険物質等による武力攻撃災害の防止および防除 記述の整理 － 軽微
 (3) 危険物質等に関するその他の対応 (3) 危険物質等に関するその他の対応

　　・当該措置を講ずる旨
　　・当該措置を講ずる理由
　　・当該措置の対象となる物件，生活の用に供する水，死体（上記表

　　　該措置の対象となる建物または場所）
　　　中第５号および６号に掲げる権限を行使する場合にあっては，当

　　・当該措置を講ずる旨
　　・当該措置を講ずる理由
　　・当該措置の対象となる物件，生活の用に供する水，遺体（上記表
　　　中第５号および６号に掲げる権限を行使する場合にあっては，当
　　　該措置の対象となる建物または場所）
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

－ 軽微資料 4 88 （追加） 　　（安否情報の提供）
第５条　総務大臣は，全ての都道府県知事又は市町村（特別区を含む。
　以下同じ。）の長が法第９５条第１項の規定に基づく安否情報の回答
　を行うことができるようにするため，法第９４条第２項の規定により
　報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を，都道府県知事
　及び市町村の長に対し，書面により提供することとする。

条項の追加

資料 1 83 １　函館市国民保護協議会委員名簿（該当部分のみ） 委員役職名などの修正 － 軽微１　函館市国民保護協議会委員名簿（該当部分のみ）

区  分 役   職   名 

委  員  国土交通省北海道開発局函館開発建設部長 

委  員 国土交通省北海道運輸局函館運輸支局長 

委  員 国土交通省東京航空局函館空港事務所空港長 

委  員 海上保安庁第一管区海上保安本部函館海上保安部長 

委  員 気象庁札幌管区気象台函館地方気象台長 

委  員 財務省北海道財務局函館財務事務所長 

委  員 農林水産省北海道農政事務所函館支局長（地方参事官） 

委  員 防衛省陸上自衛隊第 28普通科連隊長 

委  員 防衛省海上自衛隊函館基地隊司令 

委  員 北海道渡島総合振興局長 

委  員 北海道渡島総合振興局副局長 

委  員 北海道渡島総合振興局東部森林室長 

委  員 日本郵便株式会社函館中央郵便局長 

委  員 北海道旅客鉄道株式会社函館支社取締役函館支社長 

委  員 日本貨物鉄道株式会社北海道支社函館貨物駅長 

委  員 公益社団法人函館市医師会副会長 

委  員 北海道ガス株式会社函館支店執行役員函館支店長 

委  員 一般社団法人函館歯科医師会長 

委  員 一般社団法人函館地区トラック協会専務理事 

委  員 津軽海峡フェリー株式会社代表取締役社長 

委  員 東日本電信電話株式会社北海道事業部北海道南支店長 

委  員 函館商工会議所総務課長 

委  員 社会福祉法人函館市社会福祉協議会常務理事 

委  員 函館山ロープウェイ株式会社ＦＭいるか次長 

委  員 函館市女性会議会長 

 

区  分 役   職   名 

委  員  北海道開発局函館開発建設部長 

委  員 北海道運輸局函館運輸支局長 

委  員 東京航空局函館空港事務所空港長 

委  員 第一管区海上保安本部函館海上保安部長 

委  員 函館海洋気象台次長 

委  員 北海道財務局函館財務事務所長 

委  員 北海道農政事務所地域第二課長 

委  員 陸上自衛隊第 28普通科連隊長 

委  員 海上自衛隊函館基地隊司令 

委  員 北海道渡島支庁長 

委  員 北海道渡島支庁函館土木現業所長 

委  員 北海道渡島支庁渡島東部森づくりセンター所長 

委  員 日本郵政公社北海道支社函館中央郵便局長 

委  員 北海道旅客鉄道株式会社函館支社長 

委  員 日本貨物鉄道株式会社北海道支社五稜郭駅長 

委  員 社団法人函館市医師会副会長 

委  員 北海道ガス株式会社函館支店長 

委  員 社団法人函館歯科医師会長 

委  員 社団法人函館地区トラック協会専務理事 

委  員 道南自動車フェリー株式会社代表取締役社長 

委  員 東日本電信電話株式会社北海道支店長（委任機関：株式会社 NTT 東日本-北海道函館支店長） 

委  員 函館商工会議所事務局長 

委  員 函館市社会福祉協議会常務理事 

委  員 はこだてエフエム（ＦＭいるか）プロデューサー 

委  員 （追加） 
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

－ 軽微資料 5 95 ５　避難施設一覧（平成２８年３月３１日現在） 数値等の修正５　避難施設一覧（平成１９年３月３１日現在）

一覧
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

国民保護法第１４８条の規定に基づく避難施設の追加 

３ 西小学校 函館市弥生町１２-１ ２６-１２９６ 

校 舎   ３，６７２ １，８３６ 

体育館     ７８４ ３９２ 

グラウンド ２，１７３ １，０８７ 

４ 青柳小学校 函館市青柳町２２-１３ ２３-８３４８ 

校 舎   ６，１３３ ３，０６７ 

体育館   １，２６５ ６３３ 

グラウンド ２，６６５ １，３３３ 

１１ 大川中学校 函館市大川町１２-３８ ４１-２７７５ 

校 舎   ４，２７１ ２，１３６ 

体育館   １，２２５ ６１３ 

グラウンド ９，１７７ ４，５８９ 

１２ 五稜中学校 函館市田家町５-１７ ４１-３４５８ 

校 舎   ４，２３６ ２，１１８ 

体育館   １，０６４ ５３２ 

グラウンド ８，３２０ ４，１６０ 

２５ 深掘小学校 函館市深掘町１４-２ ５３-７８２２ 

校 舎   ４，３７４ ２，１８７ 

体育館     ８２９ ４１５ 

グラウンド ８，３４０ ４，１７０ 

２６ 深掘中学校 函館市深掘町２８-１ ５２-２６８２ 

校 舎   ５，９６０ ２，９８０ 

体育館     ９４７ ４７４ 

グラウンド１４，５５８ ７，２７９ 

２８ 市民体育館 函館市湯川町1丁目３２-２ ５３-３１４１ 体育館   ７，４２６ ３，７１３ 

 

一連
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

１ 
北海道函館 
西高等学校 

函館市元町７-１７ ２３-８４１５ 

校 舎   ８，７６３ － 

体育館   １，１４７ － 

グラウンド２９，０８９ － 

２ 
北海道函館 
中部高等学校 

函館市時任町１１-３ ５２-０３０３ 

校 舎   ９，６８５ － 

体育館   １，４１６ － 

グラウンド１５，４５０ － 

３ 
北海道函館 
工業高等学校 

函館市川原町５-１３ ５１-２２７１ 

校 舎  １８，９８２ － 

体育館   １，３８８ － 

グラウンド２１，９８５ － 

４ 
北海道函館 
商業高等学校 

函館市昭和１丁目 
１７-１ 

４１-４２４８ 

校 舎  １０，４６５ － 

体育館   １，５３８ － 

グラウンド１９，７８６ － 

５ 
北海道函館 
稜北高等学校 

函館市石川町１８１-８ ４６-６２３５ 

校 舎   ８，８８１ － 

体育館   １，１４４ － 

グラウンド３８，７７８ － 

６ 
北海道南茅部 
高等学校 

函館市川汲町 
１５６０ 

２５-３３７２ 

校 舎   ５，０３３ ２，５１７ 

体育館   １，１３９ ５７０ 

グラウンド２２，１６４ １１，０８２ 

７ 
北海道函館 
盲学校 

函館市田家町１９- 
１２ 

４２-３２２０ 

校 舎   ２，０２２ １，０１１ 

体育館     ５０５ ２５３ 

グラウンド ５，４７０ ２，７３５ 

８ 
北海道函館 
聾学校 

函館市深掘町２７-８ ５２-１６５８ 

校 舎   ２，４８２ １，２４１ 

体育館     ５３０ ２６５ 

グラウンド ５，３５７ ２，６７９ 

９ 
北海道函館 
養護学校 

函館市旭岡町２ ５０-３３１１ 

校 舎   ５，７０４ ２，８５２ 

体育館     ５０５ ２５３ 

グラウンド ８，８３２ ４，４１６ 

１０ 
北海道 
函館五稜郭 
支援学校 

函館市五稜郭町３９-１３ ５３-９３９５ 
校 舎   ３，２０７ １，６０４ 

体育館     ５０８ ２５４ 

統合により削除（以下番号の修正） 

１３ 青柳小学校 函館市青柳町２２-１３ ２３-８３４８ 

校 舎   ５，１３２ ２，５６６ 

体育館   １，２６５ ６３３ 

グラウンド ２，６６５ １，３３３ 

統合により削除（以下番号の修正） 

統合により削除（以下番号の修正） 

３２ 深掘小学校 函館市深掘町１４-２ ５３-７８２２ 

校 舎   ４，１８６ ２，０９３ 

体育館     ８２９ ４１５ 

グラウンド ８，６２１ ４，３１１ 

３３ 深掘中学校 函館市深掘町２８-１ ５２-２６８２ 

校 舎   ５，９６０ ２，９８０ 

体育館     ９４７ ４７４ 
グラウンド１３，９２２ ６，９６１ 

閉館により削除（以下番号の修正） 
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

資料 5 96 数値等の修正 － 軽微一連 
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

２９ 湯川中学校 
函館市湯川町２丁目４１-
１ 

５９-２００８ 
校 舎   ６，２３２ ３，１１６ 
体育館   １，１３６ ５６８ 
グラウンド ８，７９０ ４，３９５ 

３６ 旭岡小学校 
函館市西旭岡町１丁目３３
-１ 

５０-２８６７ 
校 舎   ５，１１８ ２，５５９ 
体育館     ７４９ ３７５ 
グラウンド１０，７９４ ５，３９７ 

４０ 東小学校 函館市銭亀町３３９ ５８-２８４７ 
校 舎   ３，２４６ １，６２３ 
体育館     ６０２ ３０１ 
グラウンド ７，０１５ ３，５０８ 

４２ 北中学校 
函館市山の手３丁目５８-
１ 

５６-０５５３ 
校 舎   ４，３１１ ２，１５６ 
体育館   １，０５５ ５２８ 
グラウンド１２，０２３ ６，０１２ 

４３ 本通小学校 函館市本通１丁目４７-２ ５４-３２２３ 
校 舎   ５，５５５ ２，７７８ 
体育館     ９４５ ４７３ 
グラウンド１７，２２９ ８，６１５ 

４８ 神山小学校 函館市神山川町２３３-１ ５１-４５０３ 
校 舎   ４，３１５ ２，１５８ 
体育館   １，００２ ５０１ 
グラウンド ６，５３５ ３，２６８ 

４９ 赤川小学校 函館市赤川町３６７ ４６-３００６ 
校 舎   ３，２０８ １，６０２ 
体育館     ９４２ ４７１ 
グラウンド ３，４６９ １，７３５ 

５１ 北美原小学校 
函館市北美原１丁目９-
１６ 

４６-１３７０ 
校 舎   ４，８１６ ２，４０８ 
体育館     ８９５ ４４８ 
グラウンド ９，６００ ４，８００ 

５２ 中央小学校 函館市美原２丁目２８-１ ４６-４９１０ 
校 舎   ５，７４４ ２，８８７ 
体育館     ８６７ ４３４ 
グラウンド ９，５８８ ４，７９４ 

５３ 亀田中学校 函館市美原３丁目３０-３ ４６-３００５ 
校 舎   ７，０９７ ３，５４９ 
体育館   １，１１５ ５５８ 
グラウンド１９，７１７ ９，８５９ 

５４ 桐花中学校 
函館市富岡町１丁目 
１８-２ 

４１-１３３２ 
校 舎   ５，３０９ ２，６５５ 
体育館   １，２３１ ６１６ 
グラウンド１３，７６３ ６，８８２ 

５５ 亀田小学校 
函館市富岡町１丁目 1８-
１ 

４１-３３７０ 
校 舎   ５，９１１ ２，９５６ 
体育館     ７７８ ３８９ 
グラウンド ５，０８０ ２，５４０ 

５６ 昭和小学校 函館市昭和１丁目５-５ ４１-４９６４ 
校 舎   ６，６８９ ３，３４５ 
体育館     ８１５ ４０８ 
グラウンド１０，７９９ ５，４００ 

５７ 北昭和小学校 函館市昭和４丁目３８-１ ４１-１０７０ 
校 舎   ３，４６２ １，７３１ 
体育館     ６５２ ３２６ 
グラウンド ７，７５０ ３，８７５ 

５８ 桔梗小学校 函館市桔梗町１６３ ４６-３６０７ 
校 舎   ４，６１２ ２，３０６ 
体育館   １，０５７ ５２９ 
グラウンド ５，０７６ ２，５３８ 

５９ 中の沢小学校 
函館市桔梗町３７２- 
３０４ 

４７-１３０２ 
校 舎   ３，０２４ １，５１２ 
体育館     ６７８ ３９９ 
グラウンド ４，８１４ ２，４０７ 

６０ 桔梗中学校 函館市桔梗町４２９-４ ４６-９９９０ 
校 舎   ４，４０６ ２，２０３ 
体育館     ９０８ ４５４ 
グラウンド１０，３２１ ５，１６１ 

６１ 日新中学校 函館市泊町１２６ ８２-２０６１ 
校 舎   ２，７４７ １，３７４ 
体育館     ７８６ ３９３ 
グラウンド ８，９２６ ４，４６３ 

６３ 潮光中学校 函館市釜谷町２２７ ８２-２１６０ 
校 舎   ２，６２４ １，３１２ 
体育館     ９０４ ４５２ 
グラウンド ７，１４３ ３，５６７ 

７０ 古部体育館 函館市古部町２５２-３ なし 体育館     ３５５ １７８ 

７１ 木直小学校 函館木直町９７０ ６３-２５６３ 
校 舎   １，５６０ ７８０ 
体育館     ５６０ ２８０   
グラウンド ４，４２６ ２，２１３ 

一連 
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

３５ 湯川中学校 
函館市湯川町２丁目４１-
１ 

５９-２００８ 
校 舎   ６，２３２ ３，１１６ 
体育館   １，１３６ ５６８ 
グラウンド ８，７０９ ４，３５５ 

４２ 旭岡小学校 
函館市西旭岡町１丁目３３
-１ 

５０-２８６７ 
校 舎   ５，１１７ ２，５５９ 
体育館     ７４９ ３７５ 
グラウンド１０，７９４ ５，３９７ 

４６ 東小学校 函館市銭亀町３３９ ５８-２８４７ 
校 舎   ３，２５６ １，６２８ 
体育館     ６０２ ３０１ 
グラウンド ７，０１５ ３，５０８ 

４８ 北中学校 
函館市山の手３丁目５８-
１ 

５６-０５５３ 
校 舎   ４，３１１ ２，１５６ 
体育館   １，００５ ５０３ 
グラウンド１２，０２３ ６，０１２ 

４９ 本通小学校 函館市本通１丁目４７-２ ５４-３２２３ 
校 舎   ５，５３５ ２，７６８ 
体育館     ９４５ ４７３ 
グラウンド１７，２２９ ８，６１５ 

５４ 神山小学校 函館市神山町２３３-１ ３２-７２１１ 
校 舎   ４，３１５ ２，１５８ 
体育館   １，００２ ５０１ 
グラウンド ６，５３５ ３，２６８ 

５５ 赤川小学校 函館市赤川町３６７ ４６-３００６ 
校 舎   ３，２０３ １，６０２ 
体育館     ９４２ ４７１ 
グラウンド ３，４６９ １，７３５ 

５７ 北美原小学校 
函館市北美原１丁目９-
１６ 

４６-１３７０ 
校 舎   ４，８１６ ２，４０８ 
体育館     ８９５ ４４８ 
グラウンド ９，１６１ ４，５８１ 

５８ 中央小学校 函館市美原２丁目２８-１ ４６-４９１０ 
校 舎   ５，７７４ ２，８８７ 
体育館     ８６７ ４３４ 
グラウンド ９，５８９ ４，７９５ 

５９ 亀田中学校 函館市美原３丁目３０-３ ４６-３００５ 
校 舎   ７，０６４ ３，５３２ 
体育館   １，１１５ ５５８ 
グラウンド１９，７１７ ９，８５９ 

６０ 五稜郭中学校 
函館市富岡町１丁目１８-
２ 

４１-１３３２ 
校 舎   ５，３０９ ２，６５５ 
体育館   １，２３１ ６１６ 
グラウンド１３，７６３ ６，８８２ 

６１ 亀田小学校 
函館市富岡町１丁目 1８-
１ 

４１-３３７０ 
校 舎   ５，９９１ ２，９９６ 
体育館     ７７８ ３８９ 
グラウンド ５，０８０ ２，５４０ 

６２ 昭和小学校 函館市昭和１丁目５-５ ４１-４９６４ 
校 舎   ６，１１６ ３，０５８ 
体育館     ９２７ ４６４ 
グラウンド１０，７９９ ５，４００ 

６３ 北昭和小学校 函館市昭和４丁目３８-１ ４５-１０７０ 
校 舎   ３，４６２ １，７３１ 
体育館     ６５２ ３２６ 
グラウンド ７，７５０ ３，８７５ 

６４ 桔梗小学校 函館市桔梗１丁目１３-２ ４６-３６０７ 
校 舎   ４，６１２ ２，３０６ 
体育館   １，０５７ ５２９ 
グラウンド ５，０７６ ２，５３８ 

６５ 中の沢小学校 函館市桔梗５丁目２５-５ ４７-１３０２ 
校 舎   ３，０２４ １，５１２ 
体育館     ６７８ ３３９ 
グラウンド ４，８１４ ２，４０７ 

６６ 桔梗中学校 函館市桔梗町４２９-４ ４６-９９９０ 
校 舎   ４，４０５ ２，２０３ 
体育館     ９０８ ４５４ 
グラウンド１０，３２１ ５，１６１ 

６７ 日新中学校 函館市泊町１２６ ８２-２０６１ 
校 舎   ２，７４７ １，３７４ 
体育館     ９８３ ４９２ 
グラウンド ８，９２６ ４，４６３ 

６９ 潮光中学校 函館市釜谷町２２７ ８２-２１６０ 
校 舎   ２，６２４ １，３１２ 
体育館   １，１０４ ５５２ 
グラウンド ７，１３４ ３，５６７ 

７６ 
古部埋蔵文化財
保管庫 

函館市古部町２３５-３ なし 体育館     ３５５ １７８ 

７７ もと木直小学校 函館木直町９９１ ６３-２５６３ 
校 舎   １，５６０ ７８０ 
体育館     ５６０ ２８０   
グラウンド ４，４２６ ２，２１３ 
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

資料 5 99 数値等の修正 － 軽微一連 
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

７９ 磨光小学校 
函館市尾札部町１６０９-
１ 

６３-２５６１ 
校 舎   ３，６２９ １，８１５ 
体育館   １，３２９ ６６５ 
グラウンド ８，７８９ ４，３９５ 

８４ 
北海道立道南 
四季の杜公園 

函館市亀田中野町１９９-
２ 

３４-３８８８ 
屋 内     ９９７ ４９９ 

屋 外  ８８，２２０ ４４，１１０ 

８５ 
道の駅「なとわ・
えさん」 

函館市日ノ浜町３１-２ ８５-４０１０ 道の駅     ７１３ ３５７ 

８６ 函館公園 函館青柳町１７ ２２-７２５５ 園 地  ４７，８７８ ２３，９３９ 

８７ 大森公園 函館大森町３３ なし 園 地  ３５，６００ １７，８００ 

８８ 新川公園 函館市上新川町１８ なし 園 地  １１，７８９ ５，８９５ 

８９ 万年橋公園 函館市北浜町１ なし 園 地  １２，５０６ ６，２５３ 

９０ 大川公園 函館市大川町１０ なし 園 地  １７，３００ ８，６５０ 

９１ 八幡公園 函館市八幡町３ なし 園 地   ２，９６８ １，４８４ 

９２ 港公園 函館市港町１丁目１８ なし 園 地   ３，７４３ １，８７２ 

９３ 亀田港児童公園 函館市亀田港町８ なし 園 地    １，４９１ ７４６ 

９４ 千代台公園 函館市千代台町２２ なし 園 地 １３９，９７５ ６９，９８８ 

９５ 梁川公園 函館市梁川町２４ なし 園 地  １８，３３５ ９，１６８ 

９６ 鮫川公園 函館市湯川町１丁目３５ なし 園 地   ３，５３６ １，７６８ 

９７ 坂の上公園 函館市湯川町２丁目３３ なし 園 地   ５，３８４ ２，６９２ 

９８ 根崎公園 函館市湯川町３丁目６ほか なし 園 地  ７６，９０１ ３８，４５１ 

９９ 見晴公園 函館市見晴町５６ ５７-７２１０ 園 地 ４６１，１４６ ２３０，５７３ 

100 日吉公園 函館市日吉町４丁目８ なし 園 地  １０，６５０ ５，３２５ 

101 旭岡公園 函館市西旭岡町２丁目３８ なし 園 地  ２０，５６２ １０，２８１ 

103 本通公園 函館市本通２丁目３５ なし 園 地  ２０，７７２ １０，３８６ 

104 富岡中央公園 函館市富岡町１丁目６４ なし 園 地   ５，０９３ ２，５４７ 

105 昭和公園 函館市昭和町２０-６ ４０-６３２２ 園 地  ６４，０６３ ３２，０３２ 

106 西桔梗公園 函館市西桔梗町５８７-２ なし 園 地  １８，８５０ ９，４２５ 

107 石川公園 函館市石川町５-６５ なし 園 地  ２４，５８１ １２，２９１ 

 

一連 
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

７３ 磨光小学校 函館市尾札部町１６１７ ６３-２５６１ 
校 舎   ３，６２９ １，８１５ 
体育館   １，１７９ ５９０ 
グラウンド ８，７８９ ４，３９５ 

国民保護法第１４８条の規定に基づく避難施設の追加 

７８ 函館公園 函館青柳町１７ ２２-７２５５ 園 地  ４８，０００ ２４，０００ 

７９ 大森公園 函館大森町３３ なし 園 地  ３６，０００ １８，０００ 

８０ 新川公園 函館市上新川町１８ なし 園 地  １１，２００ ５，６００ 

８１ 万年橋公園 函館市北浜町１ なし 園 地  １３，０００ ６，５００ 

８２ 大川公園 函館市大川町１１ なし 園 地  １７，３００ ８，６５０ 

８３ 八幡公園 函館市八幡町３ なし 園 地   ３，０００ １，５００ 

８４ 港公園 函館市港町１丁目１８ なし 園 地   ４，０００ ２，０００ 

８５ 亀田港児童公園 函館市亀田港町８ なし 園 地    １，５００ ７５０ 

８６ 千代台公園 函館市千代台町２２ なし 園 地 １２５，０００ ６２，５００ 

８７ 梁川公園 函館市五稜郭町２３-１ なし 園 地  １８，０００ ９，０００ 

８８ 鮫川公園 函館市湯川町１丁目３５ なし 園 地   ３，５００ １，７５０ 

８９ 坂の上公園 函館市湯川町２丁目３３ なし 園 地   ５，２００ ２，６００ 

９０ 根崎公園 函館市湯川町３丁目６ほか なし 園 地  ７３，０００ ３６，５００ 

９１ 見晴公園 函館市見晴町５６ ５７-７２１０ 園 地 ４６１，０００ ２３０，５００ 

９２ 日吉公園 函館市日吉町４丁目８ なし 園 地  １１，０００ ５，５００ 

９３ 旭岡公園 函館市西旭岡町１丁目３８ なし 園 地  ２０，０００ １０，０００ 

９５ 本通公園 函館市本通２丁目３５ なし 園 地  １６，０００ ８，０００ 

９６ 富岡中央公園 函館市富岡町１丁目６４ なし 園 地   ５，１００ ２，５５０ 

９７ 昭和公園 函館市昭和町２０-６ なし 園 地  ２８，３００ １４，１５０ 

９８ 西桔梗公園 函館市西桔梗町５８７ なし 園 地  １９，０００ ９，５００ 

９９ 石川公園 函館市石川町５-６５ なし 園 地  １８，０００ ９，０００ 
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

資料 5 100 数値等の修正 － 軽微一連 
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

100 南茅部運動公園 函館市川汲町１６５７ ２５-５９６７ 園 地  ３６，８５９ １８，４３０ 

国民保護法第１４８条の規定に基づく避難施設の追加 

 

一連 
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

108 南茅部運動広場 函館市川汲町１６５７ ２５-５９６７ 園 地  ３６，８５９ １８，４３０ 

109 函館市企業局 函館市末広町５-１４ ２７-８７１１ 庁 舎   ８，２６４ ４，１３２ 

110 東川児童館 
函館市東川町１１- 
１２ 

２３-１４９７ 児童館     ２９１ １４６ 

111 
はこだて 
幼稚園 

函館市千歳町１５-５ ２２-４７３５ 
園 舎     ７８５ ３９３ 

園 庭     ６６５ ３３３ 

112 
勤労者総合 
福祉センター 

函館市大森町２-１４ ２３-２５５６ 屋 内   ３，８４６ １，９２３ 

113 
公立はこだて 
未来大学 

函館市亀田中野町 
１１６-２ 

３４-６４４８ 
校 舎  ２６，８３９ １３，４２０ 

グラウンド５６，１９０ ２８，０９５ 

114 
亀田福祉 
センター 

函館市美原１丁目 
２６-１２ 

４２-７０２３ 屋 内   ２，３２３ １，１６２ 

115 
戸井総合 
学習センター 

函館市浜町３０８-１ ８２-３１１１ 屋 内   １，７２５ ８６３ 

116 
恵山市民 
センター 

函館市柏野町 
１１７-２０９ 

８５-２８００ 屋 内     ７７２ ３８６ 

117 銚子会館 函館市銚子町４６-２ なし 会 館     ２８０ １４０ 

118 
椴法華 
総合センター 

函館市新浜町１５６-１ ８６-２４５１ 屋 内   １，４４４ ７２２ 

119 
南茅部 
総合センター 

函館市川汲町 
１５２０-４ ２５-３７８９ 屋 内     ６６９ ３３５ 

120 
南茅部スポーツ
センター 

函館市臼尻町 
６０４-１ 

２５-５０３９ 屋 内   １，３１７ ６５９ 

121 臼尻会館 
函館市臼尻町 
２３４-１ 

２５-３７７９ 会 館     ４３２ ２１６ 

122 緑の島 函館市大町１５ ２３-６４６８ 園 地  ８０，０００ ４０，０００ 

123 
北海道教育大学
教育学部 
函館校球技場 

函館市白鳥町４ なし グラウンド１８，１５８ ９，０７９ 

124 
北海道大学 
水産学部 
グラウンド 

函館市亀田港町５７ なし グラウンド２２，３８０ １１，１９０ 

125 
函館競輪場 
駐車場 

函館市金堀町１０-８ なし 駐車場  １４，０００ ７，０００ 

126 市民の森 
函館市上湯川町 
３２７-１ ５９-２４３５ 園 地 １６３，６１９ ８１，８１０ 

127 
空港緑地高松 
ふれあい広場 

函館市高松町１０５ なし 園 地  １４，１６７ ７，０８４ 

128 
空港緑地 
志海苔 
ふれあい広場 

函館市志海苔町 
２９８-１ なし 園 地  ５２，１４４ ２６，０７２ 

129 東山墓園 函館市東山町１１４ ５１-３２８３ 墓 園  ８１，７２９ ４０，８６５ 

130 史跡四稜郭 函館市陣川町５９ なし 園 地  ２４，５４０ １２，２７０ 

131 
北海道教育大学
附属函館中学校
グラウンド 

函館市美原３丁目 
４８-６ なし グラウンド１０，５８７ ５，２９４ 
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

資料 5 101 数値等の修正 － 軽微一連 
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

132 
西桔梗 
中央緑地 

函館市西桔梗町 
５８９-５３ なし 園 地   ７，２０３ ３，６０２ 

133 西桔梗西緑地 
函館市西桔梗町 
５８９-６５ なし 園 地   ７，８６０ ３，９３０ 

134 旧町民の庭 
函館市川汲町 
１５２０-４ なし 園 庭   ５，８８１ ２，９４１ 

135 
総合福祉 
センター 

函館市若松町３３-６ ２２-６２６２ 屋 内   ８，６６２ ４，３３１ 

136 青年センター 函館市千代台町２７-５ ５１-３３９０ 屋 内   ２，７２５ １，３６３ 

137 市民会館 
函館市湯川町１丁目３２-
１ 

５７-３１１１ 屋 内   ７，２７７ ３，６３９ 

 

一連 
番号 

施設名 所 在 地 電話番号 面積(㎡) 
避難可能 
人員(人) 

国民保護法第１４８条の規定に基づく避難施設の追加 
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

資料 （新設）6 103 ６　関係機関連絡先一覧 － 軽微関係機関連絡先一覧の新設

関係機関連絡先（北海道，北海道警察含む）

機　　関　　名 災害担当課，係名 住　　　　　　所 電　　話 ファックス

渡島総合振興局 地域政策課 函館市美原４丁目6番16号 47-9430 47-9203

函館建設管理部 事業室事業課 　〃　美原１丁目47番8号 45-6500 45-6560

渡島総合振興局保健環境部保健行政室 企画総務課 　〃　美原４丁目6番16号 47-9524 47-9219

渡島教育局 企画総務課 　〃　美原４丁目6番16号 47-9583 47-9216

渡島総合振興局東部森林室 管理課管理係 　〃　柳町14番24号 51-4611 56-6719

北海道警察函館方面本部 警備課災害係 　〃　五稜郭町15番5号 31-0110 56-1449

北海道警察函館中央警察署 警備課警備係 　〃　五稜郭町15番5号 54-0110 54-0110

北海道警察函館西警察署 警備課警備係 　〃　海岸町11番27号 42-0110 42-0110

関係機関連絡先（指定地方行政機関）

機　　関　　名 災害担当課，係名 住　　　　　　所 電　　話 ファックス

北海道総合通信局 総務部総務課
札幌市北区北８条西２丁目
札幌第１合同庁舎

011-709-2311
内線4617

011-709-2481

北海道財務局函館財務事務所 総務課総務係 函館市新川町25番18号 23-8445 23-5839

函館税関 総務部総務課総務第一係 　〃　海岸町24番4号 40-4213 43-4696

北海道労働局函館労働基準監督署 業務課 　〃　新川町25番18号 23-1276 23-9147

北海道農政事務所函館支局 地方参事官室 　〃　新川町25番18号 26-7800 26-7744

北海道森林管理局函館事務所 連絡調整担当   〃　駒場町2番13号 51-8110 51-8908

渡島森林管理署 総務グループ 八雲町出雲町13番地 0137-63-2141 0137-62-2961

檜山森林管理署 総務グループ 厚沢部町緑町162番28 0139-64-3201 0139-67-2749

北海道開発局函館開発建設部 防災対策官付防災係 函館市大川町1番27号
42-7111
内線449

40-1059

北海道経済産業局 総務課
札幌市北区北８条西２丁目
札幌第１合同庁舎

011-709-2311
内線2505

011-709-1778

北海道運輸局函館運輸支局 首席運輸企画専門官 函館市西桔梗町555番24 49-8862 49-1042

東京航空局函館空港事務所 総務課 　〃　高松町511番地 57-1737 59-4745

函館地方気象台 業務課防災気象官 　〃　美原３丁目4番4号 46-2211 46-3117

函館海上保安部 警備救難課救難係 　〃　海岸町24番４号 42-4313 44-2379

函館航空基地 専門官 　〃　赤坂町65番地の１ 35-2006 58-3515

陸上自衛隊第２８普通科連隊 第１科 　〃　広野町6番18号 51-9171 51-9171

海上自衛隊函館基地隊 警備科 　〃　大町10番3号 23-4241 27-9806
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■函館市国民保護計画（案）新旧対照表 平成２８年５月３１日作成（総務部総務課）

変更前 変更理由等 道計画変更 区分編 章 節 項 ページ 変更後（案）

資料 6 104 （新設） 関係機関連絡先一覧の新設 － 軽微
関係機関連絡先（指定公共機関，指定地方公共機関）

機　　関　　名 災害担当課，係名 住　　　　　　所 電　　話 ファックス

日本放送協会函館放送局 放送センタ-企画 　〃　千歳町13番１号 23-3784 23-4713

北海道放送株式会社函館放送局 局次長 　〃　梁川町9番5号 55-8121 55-6615

札幌テレビ放送株式会社函館放送局 局長 　〃　美原１丁目48番5号 42-7277 42-4175

北海道テレビ放送株式会社函館支社 　〃　本町7番18号 55-9700 55-9745

北海道文化放送株式会社函館支社 　〃　五稜郭町１番14号 55-9690 55-8870

株式会社テレビ北海道 札幌市中央区大通東6丁目
23-3232

函館報道専用
27-5557

函館報道専用

函館山ロープウェイ株式会社ＦＭいるか 次長 　〃　元町18番11号 27-3700 23-3100

北海道旅客鉄道株式会社函館支社 企画（総務） 　〃　若松町12番5号 23-3359 26-6540

日本貨物鉄道(株)北海道支社函館営業支店 函館貨物駅 　〃　港町１丁目35番地 42-5224 45-5980

日本通運株式会社函館支店 総務 　〃　若松町14番10号 23-8811 27-1182

（社）函館地区トラック協会 総務課 　〃　西桔梗町555番地32 49-1777 49-1659

北日本海運株式会社 総務担当 　〃　浅野町5番22号 42-7890 42-0180

共栄運輸株式会社 　〃　海岸町22番5号 42-4121 42-4120

津軽海峡フェリー株式会社 　〃　港町3丁目19番2号 43-4545 -

（社）函館地区バス協会 事務局次長 　〃　高盛町10番1号 51-3136 55-8254

東日本電信電話株式会社北海道事業部北海道南支店 総括担当 　〃　東雲町14番8号 21-2011 24-2342

北海道電力株式会社函館支店 企画総務グループ 　〃　千歳町25番15号 22-4111 22-2516

北海道ガス株式会社函館支店 保安センター 　〃　万代町8番１号 42-3817 43-4907

郵政事業株式会社函館支店 業務企画室 　〃　新川町1番6号 22-9126 26-3582

郵便局株式会社函館中央郵便局 総務担当 　〃　新川町1番6号 22-9159 27-3657

 　　〃　　 函館北郵便局 総務担当 　〃　美原2丁目13番21号 46-0216 46-7862

 　　〃　　 函館東郵便局 総務担当 　〃　湯川2丁目9番1号 59-4241 59-5915

函館市医師会 総務課 　〃　湯川町３丁目38番45号 36-0001 36-0007

函館歯科医師会 　〃　大手町3番3号 23-3650 23-4765

函館薬剤師会 　〃　大手町3番3号 23-3650 23-4765

日本赤十字社北海道支部函館市地区 函館市保健福祉部管理課社会担当 　〃　東雲町４番13号 21-3255 26-4090

日本銀行函館支店 総務課 　〃　東雲町14番１号 27-1161 24-2015

関係機関連絡先（近隣市町）

機　　関　　名 災害担当課，係名 住　　　　　　所 電　　話 ファックス

北斗市 総務部総務課交通防災管財係 北斗市中央1丁目3番10号
73-3111
内線212

73-6970

七飯町 総務部総務財政課防災車両係 七飯町本町6丁目1番1号 65-5797 66-2054

鹿部町 総務・防災課 鹿部町字宮浜299番地 01372-7-2111 01372-7-3086
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